
過
疎
地
寺
院
対
策
一
考
察

原

顕

彰

過
疎
に
つ
い
て
、
過
疎
の
問
題
が
宗
門
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
八
年
の
定
期
宗
会
で
問
題
提
起
さ
れ
た
の
が
始
ま

り
で
あ
り
、
国
会
で
は
昭
和
四
一
年
の
経
済
審
議
会
の
地
域
部
会
で
過
疎
問
題
と
い
う
言
葉
が
始
め
て
使
わ
れ
報
告
さ
れ
、
昭
和
四
五
年

に
は
過
疎
対
策
緊
急
措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
国
、
宗
門
、
現
代
宗
教
研
究
所
の
順
で
そ
の
対
策
の
流
れ
を
追
っ
て
み

た
。

過
疎
対
策
の
流
れ

国
会昭

和
四
一
年

経
済
審
議
会
地
域
部
会
で
過
疎
問
題
報
告
さ
る

昭
和
四
五
年

過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法

昭
和
五
五
年

過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法

過
疎
地
域
と
は

昭
和
三
五
年
か
ら
昭
和
五
〇
年
の
一
五
年
内
に
二
〇
％
の
人
口
減
少
の
地
域

平
成
一
二
年

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
法
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過
疎
地
域
と
は
昭
和
三
五
年
か
ら
平
成
七
年
の
間
に

人
口
減
少
率
三
〇
％
以
上

〃

二
五
％
以
上
で

高
齢
者
比
率
（
六
五
歳
以
上
）

二
四
％
以
上

〃

〃

若
年
者
比
率
（
一
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
）
一
五
％
以
下

又
は
、
昭
和
四
五
年
か
ら
平
成
七
年
の
間
に
人
口
減
少
率
一
九
％
以
上

宗
門昭

和
三
八
年
第
一
三
回
定
期
宗
会
で

過
疎
地
寺
院
問
題
提
起
さ
る

昭
和
六
二
年
一
一
月
二
七
日

第
一
回
過
疎
対
策
研
究
会

総
長
私
的
諮
問
研
究
組
織
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

平
成

二
年
一
〇
月
三
日

過
疎
地
域
対
策
懇
談
会
活
動
開
始

平
成

四
年
宗
会
、
所
長
会
議
へ
懇
談
会
活
動
報
告
書
提
出

平
成

八
年
ま
で
二
九
回
の
懇
談
会
開
催

同
年

過
疎
地
域
寺
院
対
策
懇
談
会
報
告

小
川
英
爾
師

新
組
織
に
よ
る
開
教
布
教
、
寺
院
の
統
廃
合
の
二
点
を
提
言

平
成
一
〇
年
よ
り
平
成
一
二
年
ま
で
四
回
の
懇
談
会
報
告
書

同
師

檀
家
制
度
の
再
検
討
、
寺
院
経
済
の
基
盤
拡
充
、
社
会
問
題
へ
の
発
言
と
干
与

現
代
教
学
の
確
立
、
寺
院
機
能
と
体
制
の
強
化
、
女
性
の
登
用
、
宗
会
議
員
や

宗
務
所
長
の
若
年
化
、
先
祖
崇
拝
の
実
態
認
識
、
寺
院
の
職
業
（
家
業
）
化
是
正
、
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調
査
研
究
の
拡
充
、
寺
院
間
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
開
か
れ
た
寺
院
経
営

他
教
団
と
の
交
流
、
幅
広
い
識
見
を
持
っ
た
教
師
養
成
、
等
を
提
言

平
成
一
七
年
、
平
成
一
八
年

過
疎
地
域
寺
院
活
性
化
委
員
会
開
催

次
年
度
継
続
予
定

現
代
宗
教
研
究
所

昭
和
四
二
年
よ
り
調
査
開
始
（『
現
代
宗
教
研
究
』
誌
上
随
時
発
表
）

昭
和
五
九
年

寺
院
実
態
報
告

山
梨
県
早
川
町

昭
和
六
〇
年

島
根
県
横
田
地
区
、
大
森
地
区
、
隠
岐
島
、
北
海
道
東
部

昭
和
六
一
年

千
葉
県
東
部
、
西
部

昭
和
六
二
年

北
海
道
利
尻
、
礼
文

平
成

一
年

『
こ
こ
ま
で
き
て
い
る
過
疎
地
寺
院
、
あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
』
発
行

平
成
一
六
年

追
跡
調
査

一
〇
地
域
の
人
口
、
寺
院
数
比
較

平
成
一
七
年

追
跡
調
査

山
梨
県
早
川
町

〃

過
疎
地
寺
院
調
査

身
延
町
中
富
地
区
三
地
域

平
成
一
八
年

過
疎
地
寺
院
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
研
究
調
査

平
成
一
九
年

〃
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以
上
が
国
、
宗
門
、
現
宗
研
の
過
疎
対
策
の
流
れ
で
あ
る
が
、
今
、
こ
こ
で
は
宗
門
、
現
宗
研
の
対
策
、
調
査
、
研
究
に
の
み
焦
点
を

当
て
て
考
察
し
て
み
る
。

こ
の
、
過
疎
問
題
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
も
、
宗
会
が
昭
和
三
八
年
と
い
う
早
い
時
期
か
ら
問
題
視
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
以
後
の
宗
門
と
し
て
の
対
策
は
遅
れ
ぎ
み
で
あ
る
。

其
れ
に
対
し
、
現
宗
研
で
は
昭
和
四
二
年
よ
り
随
時
、
過
疎
の
現
地
を
訪
れ
、
そ
の
惨
状
、
現
状
を
報
告
し
、
早
期
の
対
策
を
訴
え
続

け
て
き
た
。

平
成
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
宗
門
は
過
疎
地
対
策
懇
談
会
を
立
ち
上
げ
た
。
し
か
し
、
懇
談
会
形
式
で
は
、
な
か
な
か
本
格
的
な
対

策
案
は
浮
か
ば
ず
、
平
成
八
年
ま
で
の
二
九
回
の
懇
談
会
の
結
論
で
も
、
新
組
織
の
開
教
布
教
と
寺
院
統
合
の
二
点
の
み
の
提
言
に
な
り
、

そ
の
後
、
平
成
一
二
年
ま
で
懇
談
会
が
幾
度
と
な
く
開
か
れ
、
そ
の
間
、
四
度
の
報
告
が
成
さ
れ
た
が
前
記
の
如
く
の
抽
象
的
な
対
策
案

で
止
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
是
も
ま
た
過
疎
対
策
の
困
難
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
代
の
宗
門
の
情
勢
は
如
何
な
も
の
か
、
宗
門
の
平
成
一
六
年
の
宗
勢
調
査
と
平
成
一
八
年
度
発
行
の
寺
院
名
簿
に
よ
る

代
務
寺
院
、
欠
員
寺
院
、
兼
務
寺
院
等
の
無
住
寺
院
の
統
計
（
筆
者
統
計
）
を
見
て
み
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。（
必
要
事
項
の
み
抜

粋
）

宗
勢
調
査
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
）

平
成
一
〇
年
よ
り
八
年
毎
（
以
前
は
四
年
毎
）
の
調
査

全
寺
院
数

五
一
八
二
ケ
寺

回
答
寺
院
三
九
五
〇
ケ
寺
（
七
六
％
）
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.

後
継
者

居
る

二
三
七
五
ケ
寺
（
六
〇
一
％
）

.

居
な
い

一
四
〇
三
ケ
寺
（
三
五
五
％
）

全
教
師
数

八
二
七
九
人
（
住
職
四
三
四
〇
人
）

寺
院
出
身

七
割

在
家
出
身

三
割
（
昭
和
五
〇
年
は
四
割
で
年
々
減
っ
て
い
る
）

檀
家
数

五
〇
軒
以
下

一
三
八
三
ケ
寺

（
三
五
％
）

.

一
〇
〇
軒
以
下

七
六
一
ケ
寺

（
一
九
三
％
）

.

二
〇
〇
軒
以
下

八
一
〇
ケ
寺

（
二
〇
五
％
）

.

三
〇
〇
軒
以
下

四
五
三
ケ
寺

（
一
一
五
％
）

.

四
〇
〇
軒
以
下

二
二
七
ケ
寺

（
五
七
％
）

.

五
〇
〇
軒
以
下

一
〇
三
ケ
寺

（
二
六
％
）

.

五
〇
〇
軒
以
上

二
一
三
ケ
寺

（
四
五
％
）

.

過
去
八
年
間
に
檀
家
が

増
え
た

一
四
八
七
ケ
寺
（
三
七
六
％
）

.

減
っ
た

九
〇
四
ケ
寺
（
二
二
九
％
）

.

変
わ
ら
な
い

一
四
七
七
ケ
寺
（
三
七
四
％
）
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二
〇
軒
以
内

増
え
た

一
一
八
九
ケ
寺

減
っ
た

八
二
七
ケ
寺

五
〇
軒
以
内

〃

二
〇
三
ケ
寺

三
八
ケ
寺

一
〇
〇
軒
以
内

〃

五
三
ケ
寺

一
一
ケ
寺

〃

以
上

〃

四
三
ケ
寺

二
ケ
寺

無
住
寺
院
数

平
成
元
年
現
在

平
成
二
十
年
現
在

代
務
寺
院

四
二
二
ケ
寺

六
一
〇
ケ
寺

兼
務
寺
院

二
一
六
ケ
寺

一
四
六
ケ
寺

欠
員
寺
院

九
八
ケ
寺

九
八
ケ
寺

合
計

七
三
六
ケ
寺

八
七
二
ケ
寺

こ
の
統
計
を
見
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
は
、
後
継
者
が
居
な
い
寺
院
の
多
い
こ
と
で
あ
り
、
後
継
者
の
居
な
い
寺
院
と
無
住

寺
院
を
合
わ
せ
る
と
実
に
二
二
九
〇
ケ
寺
に
上
り
、
全
寺
院
数
の
四
五
％
に
当
た
る
。
こ
れ
は
将
来
の
日
蓮
宗
の
危
機
を
如
実
に
表
し
た

数
字
で
あ
り
、
緊
急
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

又
、
統
計
の
中
で
檀
家
数
が
一
〇
〇
軒
前
後
増
え
た
と
言
う
寺
院
が
約
一
〇
〇
ケ
寺
、
五
〇
軒
前
後
増
え
た
寺
院
が
約
二
〇
〇
ケ
寺
有

る
が
、
こ
れ
は
大
都
市
周
辺
寺
院
て
゛
人
口
増
加
が
主
因
と
思
わ
れ
、
反
対
に
、
地
方
寺
院
の
檀
家
減
少
数
が
少
な
い
の
は
、
元
々
の
檀

家
数
が
少
な
い
こ
と
（
檀
家
数
一
〇
〇
以
下
が
二
一
五
〇
ケ
寺
）
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
こ
の
内
、
二
〇
軒
以
下
の
檀
家
数
減
少
寺
院
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が
八
二
七
ケ
寺
も
あ
る
こ
と
は
、
地
方
寺
院
の
将
来
の
檀
家
数
減
少
が
大
変
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

又
、
代
務
、
欠
員
の
無
住
寺
院
が
年
々
増
加
し
て
来
て
い
る
こ
と
は
統
計
の
示
す
如
く
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
無
住
寺
院
の
現
状
を
統
計
グ
ラ
フ
で
追
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
実
態
で
あ
る
。（
末
尾
掲
載
）

無
住
寺
院
統
計
表

平
成
一
八
年
度
寺
院
名
簿
よ
り
筆
者
統
計
（
若
干
の
数
字
の
誤
差
が
有
る
）

こ
の
統
計
で
言
え
る
こ
と
は
、
無
住
寺
院
の
内
、
代
務
、
欠
員
寺
院
の
六
六
八
ケ
寺
中
二
五
七
ケ
寺
が
千
葉
、
山
梨
県
に
あ
り
、
こ
れ

は
宗
門
の
歴
史
上
止
む
を
得
な
い
場
合
が
多
く
、
両
県
で
考
慮
す
べ
き
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
意
外
に
大
都
市
を
含
む
管
区
内
に
代
務
、

欠
員
寺
院
が
多
い
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
過
密
の
中
の
過
疎
（
何
時
か
何
と
か
な
る
と
安
易
に
考
え
る
）
が
問
題
で
あ
る
こ
と
、
後
継
者
問
題
自
体
が
問
題
（
後
継
者

が
居
な
い
の
で
は
な
く
、
誰
が
後
継
者
に
な
る
か
が
問
題
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
、
都
市
寺
院
住
職
が
代
務
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、

又
、
代
務
す
る
こ
と
で
代
務
者
自
体
が
潤
う
場
合
も
多
く
、
そ
れ
故
、
代
務
者
は
現
状
維
持
を
望
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
又
、
そ

の
代
務
寺
院
の
檀
家
自
体
も
現
状
で
満
足
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
代
務
、
欠
員
寺
院

の
問
題
へ
の
対
策
は
複
雑
を
極
め
る
と
思
え
る
。

反
対
に
、
東
北
、
中
四
国
地
方
に
代
務
、
欠
員
寺
院
が
少
な
い
の
は
、
そ
の
管
内
寺
院
数
自
体
が
少
な
い
か
ら
と
思
え
る
が
、
反
面
、

将
来
の
人
口
減
少
、
後
継
者
問
題
も
、
よ
り
一
層
、
大
き
い
影
響
を
与
え
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
全
宗
門
的
視
野
ば
か
り
で
は
具
体
性
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
、
地
方
の
一
管
区
の
実
態
を
み
て
み
る
と
（
北
海
道
南

部
管
区
）
次
の
よ
う
な
実
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
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北
海
道
南
部
管
区
の
実
態

北
海
道
南
部
宗
務
所
長
資
料
提
供

管
内
寺
院
教
会
結
社
総
数

五
六
ケ
寺

住
職
居
住
数

四
八
ケ
寺

内

尼
僧
住
職
数

四
ケ
寺

無
住

八
ケ
寺

内

代
務
住
職
数

六
ケ
寺

後
継
者

有
り

三
八
ケ
寺

内

男
の
子

三
二
ケ
寺

女
の
子

五
ケ
寺

弟
子

一
ケ
寺

無
し

一
〇
ケ
寺

内

子
が
他
の
職

二
ケ
寺

子
、
弟
子
無
し

八
ケ
寺

現
住
職
若
く
当
分
後
継
の
心
配
無
し

四
ケ
寺

不
明

四
ケ
寺

こ
こ
で
も
無
住
寺
院
は
八
ケ
寺
と
少
な
く
み
え
る
が
管
区
全
体
の
一
四
％
に
あ
た
り
、
後
継
者
無
し
の
一
〇
ケ
寺
を
合
わ
せ
る
と
一
八

ケ
寺
三
三
％
に
も
な
る
。
じ
つ
に
、
三
ケ
寺
に
一
ケ
寺
は
将
来
、
無
住
寺
院
に
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
し
、
こ
の
統
計
を
見
る
だ
け
で

も
地
方
寺
院
の
将
来
の
存
続
が
危
う
く
感
じ
ら
れ
る
。

又
、
こ
の
内
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
ケ
寺
の
尼
僧
住
職
寺
院
で
あ
り
、
四
ケ
寺
と
も
、
前
住
職
の
病
気
、
遷
化
で
急
遽
、
寺
を
継
が

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
住
職
資
格
を
取
る
ま
で
に
、
多
大
な
時
間
と
、
苦
労
が
有
っ
た
と
言
う
事
で
あ
る
。
こ
う
い
う
特
別
の
事
態
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に
は
、
何
か
特
別
の
配
慮
が
有
っ
て
然
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。（
例
え
ば
、
後
継
予
定
の
寺
庭
婦
人
に
無
条
件
で
准
講
師
の
資
格
を
与
え

る
等
）

そ
の
上
、
現
在
の
人
口
減
少
が
加
速
さ
れ
れ
ば
、
今
の
予
測
以
上
に
寺
院
の
無
住
化
、
消
滅
と
い
う
現
実
が
早
く
訪
れ
る
と
思
わ
れ
る

し
、
其
れ
に
対
す
る
対
策
は
殆
ど
皆
無
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
、
又
、
も
う
一
段
階
掘
り
下
げ
て
、
過
疎
地
寺
院
の
中
の
一
代
務
寺
院
の
檀
信
徒
の
現
状
を
み
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
深
刻
な
現
状
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
次
の
統
計
は
、
北
海
道
南
部
管
区
の
一
代
務
寺
院
（
筆
者
代
務
）
の
実
態
で
あ
る
。

北
海
道
南
部
管
区
内
一
代
務
寺
院
の
檀
家
の
実
態

全
檀
家
数

一
六
軒

内

農
家

二
軒

内

元
農
家

八
軒

今
は
他
の
職
、
又
は
無
職
で
、
そ
の
子
が
他
の
職

内

漁
師

四
軒

内

他
の
職

二
軒

一
六
軒
の
内
、
子
と
同
居
は
漁
師
の
四
軒
の
み
で
、
他
は
遠
地
に
別
居

こ
の
数
字
は
近
い
将
来
、
こ
の
寺
院
の
檀
家
数
は
四
分
の
一
に
減
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
残
っ
た
檀
家
数
が
四
軒
で
は
、

将
来
は
、
合
寺
、
又
は
、
廃
寺
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
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因
み
に
、
こ
の
寺
院
で
は
昭
和
六
〇
年
に
総
予
算
一
〇
〇
〇
万
円
で
、
全
檀
家
総
出
、
自
分
た
ち
の
み
で
（
農
家
の
人
た
ち
は
全
員
大
工

経
験
が
あ
る
）
小
さ
な
本
堂
兼
庫
裏
を
建
て
た
。
お
陰
で
、
今
は
、
行
事
に
は
全
檀
家
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
将
来
は
、

檀
家
数
が
四
軒
と
如
何
と
も
し
が
た
い
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
寺
院
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
地
方
寺
院
に
も
同
じ
こ
と

が
言
え
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
又
、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
も
ま
た
皆
無
に
等
し
い
。

以
上
、
全
宗
門
、
地
方
の
一
管
区
、
一
代
務
寺
院
の
実
態
を
統
計
的
に
見
て
き
た
が
、
一
目
瞭
然
、
後
継
者
不
足
の
深
刻
な
問
題
、
人

口
減
と
農
家
離
れ
、
漁
師
離
れ
、
就
職
難
か
ら
来
る
檀
家
離
れ
は
、
今
ま
で
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
速
さ
で
や
っ
て
来
て
い
る
。
そ

し
て
、
其
れ
に
対
す
る
対
策
は
急
を
要
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
対
策
案
は
殆
ど
浮
か
ん
で
は
来
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
過
疎
問
題
の
対
策
と
は
、
過
疎
に
な
る
以
前
に
、
如
何
な
る
対
策
が
必
要
か
を
考
え
る
こ
と
が
最
重
要

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
過
疎
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
の
感
が
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
私
の
過
疎
寺
院
対
策
Ｐ
Ｊ
の
立
場
も
意
味
も
な
く
な
る
の
で
、
無
い
知
恵
を
絞
っ
て
、
人
口
減
少
問
題
、
合
併
、

後
継
者
問
題
、
経
済
問
題
、
教
化
学
等
を
一
考
し
、
提
言
し
て
み
る
と
。

人
口
減
少
問
題
対
策

町
村
の
人
口
が
減
る
こ
と
は
寺
院
の
檀
家
数
も
減
る
こ
と
で
あ
り
、
檀
家
が
殆
ど
居
な
い
寺
院
は
合
併
、
転
寺
、
寺
か
ら
結
社
に
降

格
（
任
意
解
散
）、
廃
寺
等
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
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こ
こ
で
、
宗
教
法
人
法
で
は
、
こ
れ
ら
の
寺
院
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
か
と
い
う
と

宗
教
法
人
法

解
散
命
令一

年
以
上
宗
教
活
動
無
し

二
年
以
上
礼
拝
施
設
が
滅
失

一
年
以
上
代
務
役
員
又
は
代
務
者
不
在

以
上
の
如
く
、
宗
教
法
人
が
そ
の
活
動
を
停
止
し
た
場
合
は
裁
判
所
よ
り
解
散
命
令
が
出
さ
れ
る
。

又
、
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
以
上
に
、
宗
教
法
人
へ
の
国
の
介
入
が
厳
し
く
な
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
他
寺
と
の
合
併
を
考
え
た
場
合

合
併

宗
教
法
人
法
に
よ
れ
ば
、
次
の
手
順
を
踏
ま
ね
ば
成
ら
な
い

一
方
の
寺
院
の
解
散
広
告

一
方
の
寺
院
の
利
害
者
の
異
議
申
し
立
て

所
轄
庁
の
認
証
の
取
り
消
し

裁
判
所
の
解
散
命
令

合
併
を
考
え
る
と
き
に
一
番
問
題
な
の
は
、
吸
収
さ
れ
る
寺
の
檀
家
が
合
併
を
好
ま
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
代
務
寺
院
の
反
対
、

書
類
上
の
手
続
き
の
煩
雑
さ
等
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
場
合
、
管
区
の
宗
務
所
長
の
助
言
や
宗
会
で
合
併
の
条
件
を
詳
細
に
法
文
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

又
、
こ
れ
ら
の
事
務
、
実
務
執
行
を
容
易
に
す
る
上
で
、
代
務
寺
院
の
副
干
与
人
を
当
管
区
の
宗
務
所
長
に
規
定
す
る
の
も
一
案
か
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と
も
思
わ
れ
る
。

他
地
区
転
寺

今
は
官
庁
の
許
可
が
厳
し
く
な
り
、
新
寺
建
立
と
同
じ
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。

寺
か
ら
教
会
、
結
社
へ
降
格

建
物
、
名
は
残
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
任
意
解
散
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。

後
継
者
問
題

イ
、
住
職
急
死
、
病
気
の
時
は
妻
、
娘
、
兄
弟
等
に
准
講
師
の
資
格
を
一
定
の
条
件
の
下
で
特
別
に
与
え
る
（
寺
の
無

住
化
を
防
ぐ
）。

ロ
、
大
本
山
寺
院
の
全
て
で
僧
道
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
（
僧
侶
志
願
者
を
増
や
す
）。

ハ
、
毎
年
篤
信
道
場
を
開
設
す
る
（
拝
み
や
等
の
篤
信
者
を
増
や
す
）。

ニ
、
信
行
道
場
に
入
ら
な
く
と
も
法
務
単
位
制
で
資
格
を
与
え
る
（
資
格
取
得
の
簡
素
化
）。

例
え
ば
、
読
経
何
単
位
、
作
法
何
単
位
、
声
明
何
単
位
、
教
学
何
単
位
の
如
く

ホ
、
ミ
ト
ラ
サ
ン
ガ
の
よ
う
に
三
日
坊
さ
ん
の
修
行
体
験
で
坊
さ
ん
希
望
者
を
募
る
。

経
済
問
題

イ
、
東
京
、
大
阪
等
、
大
都
市
寺
院
の
有
る
宗
務
所
に
特
別
賦
課
金
を
割
り
当
て
る
。
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ロ
、
居
士
、
大
姉
戒
名
授
与
に
賦
課
金
を
（
一
戒
名
一
万
円
位
）。

ハ
、
こ
れ
ら
を
過
疎
対
策
、
活
性
化
に
当
て
る

例
え
ば
、
活
性
化
に
努
力
し
て
い
る
寺
院
に
補
助
金
を
与
え
る
。
無
住
寺
院
の
中
で
も
是
非
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い

寺
院
に
有
給
の
特
派
住
職
を
派
遣
。

布
教
研
修
所
出
身
者
（
五
〇
歳
台
以
下
）
に
活
性
化
活
動
金
と
し
て
月
一
二
万
円
の
手
当
て
を
与
え
宗
務
院
に
報

告
を
さ
せ
草
の
根
の
活
性
化
を
図
る
。

教
化
学
の
充
実

イ
、
頭
の
教
学
か
ら
心
の
教
学
へ

生
活
に
生
き
た
教
学
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
教
学

ロ
、
他
宗
徒
の
教
化

仏
教
会
と
の
対
立

四
ケ
格
言
の
問
題
解
決

ハ
、
檀
家
の
取
り
合
い

宗
祖
の
犬
の
譬
え
（
松
野
殿
御
返
事
）
に
学
ぶ

以
上
、
過
疎
問
題
を
一
考
し
、
そ
の
対
策
の
一
分
を
提
言
す
る
も
の
で
す
。
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